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12月定例会議決結果
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人事案件 
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24 0

条例の一部改正
新発田市一般職の職員の給与に関する条例及び新発田市一般職の任期付職員の採用等
に関する条例 総務 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24 ０

新発田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例 総務 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24 ０
新発田市個人情報保護条例 総務 可決 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 23 1
新発田市職員の旅費に関する条例 総務 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24 ０
新発田市職員の特殊勤務手当に関する条例 総務 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24 ０
新発田市保健施設設置及び管理に関する条例 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24 ０
新発田市国民健康保険税条例 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24 ０
新発田市営住宅条例 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24 ０
新発田市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産
税の課税の特例に関する条例 経済建設 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24 ０

新発田市公共下水道事業受益者負担に関する条例 経済建設 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24 ０
新発田市公民館設置及び管理に関する条例 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24 ０
新発田市児童クラブ条例 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24 ０

条例の廃止
新発田市藤塚浜会館設置及び管理に関する条例及び新発田市出張所設置条例 総務 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24 ０
新発田市加治川総合福祉センター設置及び管理に関する条例 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24 ０
新発田市公共下水道維持管理基金条例 経済建設 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24 ０

令和２年度補正予算
一般会計（第12号） 分割付託 可決 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 23 1
一般会計（第13号） 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24 0
国民健康保険事業特別会計（第３号） 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24 0
介護保険事業特別会計（第３号） 社会文教 可決 ○ ○ × ○ ○ × ○ 20 4
後期高齢者医療特別会計（第３号） 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24 0
コミュニティバス事業特別会計（第３号） 総務 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24 0
下水道事業会計（第３号） 経済建設 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24 0

その他
和解及び損害賠償の額の決定について 経済建設 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24 0
字の変更について 総務 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24 0
字の変更について 総務 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24 0
字の変更について 総務 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24 0
字の変更について 総務 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24 0
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意見書
北朝鮮による拉致問題の早期解決を求める意見書 可決 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 23 1
防災・減災、国土強靭化対策の継続的な推進を求める意見書 可決 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 23 1
核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書 可決 ※５ ○ ○ ○ ○ ○ × 14 10

請願
老齢基礎年金等の抜本的な改善を求める請願 社会文教 否決 × ○ ○ × × ○ × 8 16
「蔵春閣」の利活用について、市民との協働による検討を求める請願書 総務 可決 ○ ○ × × × × × 14 10
核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書の提出に関する請願書 総務 可決 ※５ ○ ○ ○ ○ ○ × 14 10

陳情
旧御免町幼稚園跡地に関する陳情 経済建設 取下げ承認
「蔵春閣」の付帯施設整備への早期着工と一体的な利活用の早期実施に向けた陳情書 総務 可決 ○ ○ × ○ ○ × ○ 20 4

※１ 「総務｣　　：総務常任委員会
　　 「社会文教｣：社会文教常任委員会
　　 「経済建設｣：経済建設常任委員会
　　 「分割付託｣：各常任委員会に分割して付託されたもの
　　　ただし、審査した委員会がない案件は本会議で即決
※２ 「可決｣： 全員賛成または賛成多数により可決、推薦、承認、採択等と議決したもの
　　 「否決｣： 賛成少数または賛成なしにより否決、不採択等と議決したもの

※３　｢○｣： 会派構成議員全員または各無所属議員がその議案等に対して「賛成」したもの
　　　｢×｣：  会派構成議員全員または各無所属議員がその議案等に対して「賛成以外」のもの
※４　  議長は地方自治法第116条により表決には参加しないため、表決に参加する全

議員数は24人です。
※５　 令和会のうち1人（小柳はじめ議員）は賛成、9人（若月学議員、今田修栄議

員、宮崎光夫議員、小川徹議員、湯浅佐太郎議員、板垣功議員、水野善栄議
員、五十嵐良一議員、板倉久徳議員）は反対。
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